
会 議 結 果 報 告 書

令和６年８月７日

会議の名称 令和６年志木市国民健康保険運営協議会（第１回）

開 催 日 時 令和６年８月７日（水） １３時３０分～１６時００分

開 催 場 所 志木市役所 大会議室３－３

出 席 委 員

中村 勝義会長、木下 良美委員、鈴木 和好委員、小野 司委員、金子

純子委員、鎌田 昌和委員、鳥飼 香津子委員、細沼 明男委員、浦部

英和委員

（計 ９人）

欠 席 委 員
蓼沼 寛委員、相神 和子委員、木村 初子委員

（計 ３人）

説 明 員

（保険年金課）渋谷課長、柏木副課長、砂井主査

（健康政策課）清水参事兼課長、山田主幹、髙橋主幹、本間主査

（計 ７人）

議 題

議 題

(１)令和５年度志木市国民健康保険特別会計決算等について

(２)令和６年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）に

ついて

(３)志木市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について

(４)令和５年度保健事業について

(５) 保険税率改定等のスケジュールについて

(６)その他

志木市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分につい

て

第３期志木市国民健康保険保健事業実施計画等について

結 果

議題（１）～（５）について説明。

議題（６）について報告。

（傍聴者 なし）



事 務 局

（子ども・健康部）

近藤子ども・健康部長

保険年金課 ：渋谷課長、柏木副課長、砂井主査、海藤主任

健康政策課 ：清水参事兼課長、山田主幹、髙橋主幹、本間主査、

菅谷主査 （計１０人）

審議内容の記 録（審議経過 、結論等）

１ 開 会

２ 議 題

(1) 令和５年度志木市国民健康保険特別会計決算について

＜説明＞

（資料１－１及び１－２）

はじめに被保険者数の状況であるが、全体被保険者数は令和５年度末現在、１３，３

５２人で、前年度に比べて７０２人減少となった。平成２３年度をピークに減少が続い

ており、令和元年末と比較すると、２，１２０人減少している。

６５歳から７４歳までの前期高齢者は、令和５年度末現在、５，０５３人で、前年度

に比べて４４６人減少となったが、前期高齢者の加入率はまだ多く、全体被保険者のう

ち、約３７．８％を、前期高齢者で占めている。全体の被保険者数の、志木市の総人口

に占める割合は１７．５％で、前年度と比較すると約０．９％減少している。

続いて被保険者の異動状況だが、令和５年度の資格取得は、転入７８６人、社会保険

の離脱２，０５３人、出生４２人など、合計で３，２６９人であった。

一方、資格喪失は、転出６８１人、社会保険加入１，９５３人、死亡１０４人、後期

高齢者医療制度加入８１６人など、合計で３，９７１人であった。

資料の３ページの財政状況については、のちほど説明する。

４ページの医療費の推移であるが、令和５年度の医療費１０割分となる費用額は、４

９億９，７２１万４，４８２円で、前年度と比較すると１億６，４３７万４，０７６円

と、約３．２％減少している。被保険者数の減少に伴い、医療費合計も減少傾向が続い

ており、令和２年度は新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響により、医療費

が減少したが、令和３年度はその反動により増加したものの、現在は再び減少傾向に転

じている。

なお、退職被保険者については、一定の年数以上被用者保険に加入していた方が国保

被保険者になった場合、医療費の一部を被用者保険が賄う「退職医療保険制度」の対象

者を指しているが、制度そのものは、平成２６年度末に廃止となっており、それまでに

適用となっていた方が、６５歳になるまでの、経過措置として適用となっていたもので、

令和５年度も、対象者は０という状況である。



次の５ページの療養の給付費の内訳については、医療機関で受診した分の費用で、先

ほど申し上げた、令和５年度の費用額から、柔道整復や補装具などの費用を除いたもの

である。令和５年度の療養の給付費は、４９億３，２２２万円で、令和４年度と比較す

ると、約１億５，１０９万円、約３％の減少となっている。その下の高額療養費の推移

は、令和５年度の高額療養費は、約５億４０４６万円で、前年度と比較すると、約３５

４万円、約０．７％増加している。

続いて６ページの保険税については、令和５年度に課税した現年度分調定額は、１４

億０，８８５万３，９００円で前年度と比較すると、約９，９２４万円、約６．６％減

少している。現年度分収納額は、１３億４，７２８万６，５８６円で、前年度と比較す

ると、約７，９１３万円、約５．５％減少している。

次に７ページをご覧いただきたい。保険給付費支出済額における加入者１人当たりの

支出済額は３０万９，１６１円で、前年度に引き続き増加している。医療分現年課税分

調定額における加入者１人当たりの調定額は７２，６９２円で、保険給付費に対する割

合は２３．５％となった。医療分現年課税分収入済額における加入者１人当たり収入済

額は６９，６４１円となり、保険給付費に対する割合は２２．５％となっている。

次に滞納繰越分の状況だが、令和５年度の滞納繰越分収納率は３９．２６％で、前年

度と比較して、４．０６％増加している。収納管理課では通常の休日納付相談に加え、

ファイナンシャルプランナーによる生活再建型納付相談を実施しており、徐々に成果が

上がってきている。

また、不納欠損額は、地方税法の規定により滞納者が行方不明の場合や、財産調査を

行った結果納付能力がないと認められた場合などに、滞納処分の執行停止を行ったもの

や、滞納処分などを随時行い時効の中断を図ったものの、結局時効が成立したものなど

について処分したものである。令和５年度に行った不納欠損の処分額は約３，８２７万

円で、前年度の約６，０５０万円と比べ、約２，２２３万円減少している。

３ページの財政状況に戻る。令和５年度の歳入総額は、７０億９，９２９万７，３７

１円、歳出総額は６８億３，６８６万６，２９５円で、歳入総額から歳出総額を差し引

いた収支差引額は、２億６，２４３万１，０７６円の黒字となったが、前年度と比較す

ると、黒字額はおよそ９，１００万円の減少となった。

収支差引額の２億６，２４３万１，０７６円から、一般会計からの法定外繰入金、基

金繰入金、単年度の歳入や歳出の要素ではない、前年度繰越金、「基金積立金」を差し

引いた、単年度での実質的な収支は、前年度と比べ約２億８，７５０万円増の、約６億

３，６５０万円の赤字となり、依然として単年度の収入のみでは、支出をまかない切れ

ない状況が続いている。本市においては、平成２３年度以降、赤字が継続しており、令

和５年度で１３年連続の赤字となっている。

８ページの保健事業についてだが、国民健康保険は被保険者の医療の給付事業だけで

はなく、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期発見・早期治療につなげ



るため、人間ドック事業や特定健康診査・特定保健指導などの各種保健事業を実施して

いる。

人間ドック受診状況は、令和５年度は７３４人が受診しており、前年度と比較すると

１０９人、約１２．９％減少している。年齢別にみると、最も受診者が多い年齢は、７

０歳以上となっている。また、特定健診・特定保健指導の受診状況だが、特定健診につ

いては、令和６年６月２７日現在、受診率が４１．９％、特定保健指導の終了率は８．

０％となっている。

保養施設利用補助は、被保険者の健康保持増進のため、国民健康保険の被保険者が、

宿泊施設を利用された場合に、年１回に限り、大人２，０００円、子ども１，０００円

の補助を行うものである。令和５年度は、３９７人の利用があった。

＜質疑応答＞

委 員）国民健康保険財政調整基金の令和５年度末現在残高が６１４，７７１円と、か

なり少ないがなぜか。

説明員）平成３０年度に都道府県化をした際に、法定外繰入があるのに繰越金を基金に

積むのはどうか、という議論があり、現在は一般会計へ返金した上で残金を基

金へ積み立てをしている。そのために残額が少なくなっている。

(2) 令和６年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）について

＜説明＞

（資料２）

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ２億５，２４３万１千円を追加し、予算総額を歳

入歳出それぞれ６４億６，８３７万６千円とするものである。

まず、歳入だが６款の繰越金は、令和５年度決算により繰越額が２億６，２４３万１，

０７６円に確定したことによるもので、当初予算額１千万円との差額２億５，２４３万

１，０００円を、増額するものである。

次に、歳出だが８款の諸支出金については、令和５年度分のその他繰入金として決算

された一部の２億５，２４３万２，０００円を一般会計に繰り出したものである。

＜質疑応答＞

委 員）繰越金も毎年下がっているが。

説明員）資料１－２にもあるが、歳入の国民健康保険税は約１億円減少しているが、歳

出の事業費納付金は１，５００万円しか減少していない。そのため差額は基金

や一般会計で穴埋めしており、それにより繰越金が減少している。

(3) 志木市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について

＜説明＞

（資料３）



令和６年１２月２日以降、国民健康保険被保険者証の廃止に伴い、国民健康保険税

の滞納のある世帯主に対し、被保険者証の返還を求めた場合であって、世帯主がこれ

に応じないときに過料を科す旨の規定について、削除すると共に、その他の規程の整

備を行うものである。

なお、この改正案は、志木市議会９月定例会に議案として上程する予定となっている。

＜質疑応答＞

なし

(4)令和５年度保健事業について

＜説明＞

（資料４とカラー刷りの資料）

１番の国民健康保険運動教室は生活習慣病の予防・重症化の予防を目的としている。

対象者は、中性脂肪／ＬＤＬコレステロールに異常がある脂質異常症の方、HbA1c に異

常がある高血糖の方、高血圧の方、推定摂取食塩量１０ｇ以上の高血圧リスク者である。

令和５年度実績は、１コース全１２回の運動教室のプログラムを２コース実施した。合

計５６人の参加があり、参加者の約半数に効果がみられた。

２番の糖尿病性腎症重症化予防対策事業は、医療費が高くなる人工透析の利用を防ぐ

ことを目的に、糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、糖尿病の重症化リスクの

高い者に保健指導や受診勧奨を行い、糖尿病性腎症の重症化予防を促進し、国民健康保

険被保険者の健康維持、医療費の適正化を実現するものである。令和５年度実績は、a

の保健指導事業は、予防プログラムの抽出基準に合致する保健指導候補者に対して、保

健指導通知書を発送し、参加申込者へかかりつけ医からの指示依頼書をもとに保健指導

を実施した。bの受診勧奨事業は、対象者に受診勧奨通知を送付し、特に強い勧奨が必

要な者に対しては電話で受診勧奨を実施した。ｃの継続支援事業は令和２年度から４年

度までの保健指導修了者を候補者として、継続支援通知書を発送し、参加申込者へ継続

支援を実施した。ｄの歯科検診等受診勧奨事業は、対象者へ糖尿病と歯周病の関係を示

したチラシを送付し、対象者のうちより歯科受診の必要が認められる者へ管理栄養士に

よる電話勧奨を実施した。

実施結果だが、aの保健指導事業は保健指導候補者４８名のうち参加者は８名であっ

た。８名のうち６名は支援を修了し、残りの２名は辞退した。bの受診勧奨事業は、１

回目受診勧奨候補者数７４名、２回目受診勧奨通知数５１名、通知後医療機関を受診し

た者は９名であった。ｃの継続支援事業は、対象者１０名のうち参加者はいなかった。

d の歯科検診等受診勧奨事業は対象者４０名のうち、１６名の受診を確認した。

３番の集団健(検)診における特定保健指導初回面接及び結果説明会の実施について、

は、集団の健診及び結果説明会に来所したタイミングで、対象となる者に保健指導を実

施することにより、特定保健指導実施率の向上を図るものである。令和５年度実績は、



前年度の健診結果及び当日の腹囲､ＢＭＩ､血圧､問診票から対象者として見込まれる者

へ初回面接を実施した。実施率は９２％と高い結果となった。

４番の重複頻回受診・重複多剤服薬者支援事業は、直近のレセプトから抽出した重複･

頻回受診者、重複･多剤服薬者に対し、電話連絡や家庭訪問による個別の保健指導を実

施することで、適正な受診ならびに服薬を促すものである。令和５年度実績は、７月に

対象者３９７名へ通知を発送した。さらに、薬剤による有害事象のリスクが高いと思わ

れる５４名のうち２３名へ保健指導を実施した。

５番の子宮頸がん検診未受診者対策事業である自己採取ＨＰＶ検査については、対象

は、国民健康保険に加入する満３０歳～６０歳の市民のうち、平成２７年度から実施し

ている子宮頸がん HPV 併用検診の未受診者である。対象者へ案内通知を送付し、WEB で

検査申込を受付、申込者へ検査キットを送付、自宅で自己採取後検体を郵便で返送して

もらい、結果を通知するものである。令和５年度実績は、平成２７年度から実施してい

る子宮頸がん HPV 併用検診の未受診者４３９名を対象に検査案内を送付した。申込者は

３９名、検査実施者は２６名であり、HPV 陽性者は３名であった。未受診者のうち３１

名が市の検診を受診し、新たに受診するきっかけとなった。

６番のいろは健康ポイント事業は、参加者に活動量計を貸し、歩くことでポイントを

獲得し、お買い物券に交換できる事業である。令和５年度実績は、参加者数３，５９６

人で男女比は男性３６．２％、女性６３．８％と女性が多く参加された。平均年齢は

６８．３６歳であった。お買物券交換は２，７８１人の方がされた。

７番の歯周病リスク検査事業は、令和６年度新規事業である。全身の病気リスクに影

響する歯や口腔環境の健康づくりを推進するため、令和６年度より新たに歯周病リスク

検査事業を実施するものである。検査キットでの簡易検査を行い早期治療や定期的な歯

科受診を促す。対象者は、４０歳～７０歳の国民健康保険被保険者のうち、直近３か月

以内に歯科レセプトが確認できない者。実施方法は、自己採取 HPV 検査と同様に、対象

者へ案内を送付し、インターネットによる受付を行い、申込者へ検査キットを送付、自

宅で自己採取後、検体を検査機関へ郵送にて返送、検査結果は受検者へ通知する。

８番の子宮頸がんＨＰＶ検診も令和６年度新規事業である。子宮頸がんはＨＰＶの感

染が原因であり、感染するとがんになる可能性が高くなる。対象は３０歳～６０歳。HPV

陽性の場合は細胞診検査を自動的に行う。

続いてカラー刷りの資料「法定報告」について説明する。こちらは令和４年度実績の

報告になる。

特定健診受診率は令和４年度４０．７％と横ばい、特定保健指導実施率は１５．８％

と減少した。年齢別にみると特定健診受診率、特定保健指導終了率とも、年齢と共に高

くなりました。地区別に特定健診の受診者数をみると本町と館で多く、受診率をみると

館が高い結果となった。地区別の特定保健指導実施率は幸町で高い結果となった。

地区別男女別健診受診率と特定保健指導実施率は、地区によりばらつきがある。



特定健診の質問票から服薬の状況をみると、高血圧と脂質異常症の服薬が多く、服薬

無しの方も多くいた。年代別服薬の状況をみると、年齢とともに多くなっている。

保健指導判定値以上の割合は血圧とＨｂＡ１ｃが多い結果となった。受診勧奨値は医

療が必要な状態のことをいい、ＨｂＡ１ｃは受診勧奨値以上の人の割合よりも保健指導

判定値以上の人の割合が多いことから、保健指導の必要性を感じる。

＜質疑応答＞

委 員）特定健診の受診率が地区別で大きく変わっていることについてどのように対

応しているか。地域でのつながりの浅さ深さが、受診率に影響があるのでは

ないか。

説明員）特定健診が開始した平成２０年度から志木地区に比べ宗岡地区の受診率が低

いという状況であるため、宗岡地区に力を入れて受診勧奨や、事業の参加通

知などを発送している。事業に参加している方の効果として、歩数等の改善

は宗岡地区でもみられており、引き続き周知等を強化していく。地道に保健

指導の方をしていきたい。

委 員）受診率の差に関する要因の特定には至っていないということか。

説明員）細かいデータを見ていくと、宗岡地区の数値が志木地区と比べて芳しくない

ことは認識している。

説明員）補足するが、地区によって高齢化率が明らかに違う。館地区は突出して高齢

化率が高く、健康に対する意識の差はどうしても出る。また、運動習慣の違

いも考えられる。バリアフリーという考え方がなかった時代の建築物には、

エレベーターが各階に止まる構造になっていないものもあり、必然的に運動

量が増えたりするなどといったことはある。高齢者保健福祉計画を作成する

際の意識調査でも、日頃の運動習慣の有無に関する項目も、若干であるが館

地区の結果が高かったように記憶している。地理的要因に起因して、車を使

う習慣の多寡についても差があるのかもしれない。

委 員）地区による意識の違いというものは感じる。

委 員）自治会や町内会の活動が活発か否かについても、影響を与えているのではな

いかとも感じている。志木地区、宗岡地区両方に住んだ経験もあるが、比較

すると宗岡地区の方が、地域活動が弱い気がする。この辺りも影響があるの

ではないか。

説明員）宗岡地区の方も、健康ポイント事業に参加している人の数値は良い。今後も

地道に保健事業や保健指導の方はやっていきたい。

委 員）単に地区による差があります、ではなく、意識啓発のためにもう少し踏み込

んだ要因分析と周知が必要なのではないか。

説明員）高齢者の通いの場が、コロナ禍で一旦断絶してしまっていた影響もある。志

木地区は町内会館などが多いが、宗岡地区は高齢者施設などの会議室をお借



りしていたケースが多かったという事情もあり、志木地区と比較するとどう

しても再開が立ち遅れてしまったという事実はあり、多少なりとも影響して

いるのかなとは感じる。

会 長）これらを踏まえ、引き続き保健事業の実施に生かしていただきたい。他に何

かあるか。

委 員）子宮頸がんＨＰＶ検診については、厚生労働省のモデル事業だと思うが、国

から何年に一回見直しするなどの情報は出てきているのか。

説明員）見直しについての情報については現時点で特にない。全国でも実施している

のは和光市と志木市である。これから様々な自治体が取り組んでいくと思う

ので、それを踏まえてとなるかと思う。

委 員）地区の医師会には熱心な会員もいる。モデル事業であれば、全国に先駆けて

色々な取り組みができるのだと思う。色々とデータ収集をしながら行ってい

ただきたい。

説明員）受診の結果陰性者には５年ごとの受診勧奨を想定しているが、前年度未受診

者と、陽性者に対しては毎年度受診勧奨を予定している。陰性者に対して

も、自覚症状が出た場合には速やかに医師の診断を受けていただくよう周知

をしていく。

(5) 保険税率改定等のスケジュールについて

＜説明＞

（資料５－１、５－２、５－３）

まず資料５－３で説明する。

昨年度決算における県への事業費納付金と国保税の状況に絞って、改めて説明する。

一番上の表にあるＡの納付金を、Ｂの国保税とＣの低所得者向けの保険税軽減などに

相当する基盤安定繰入金などの法定繰入で賄うのが制度の前提となっている。つまり、

Ａの額が、ＢとＣの合計額より多ければ、国保税額が足りていないこととなる。

しかしながら、本市の現状は、一番上の表の右下、太枠で囲ってある部分にあるよう

に不足額が約３億７千万円、次の表は国保税の滞納繰越分収納額を含めているものであ

るが、それでも約３億５千万円が不足している。この不足分については国民健康保険財

政調整基金、または一般会計からの法定外繰入金で埋めるしかない。昨年度当初の国民

健康保険財政調整基金残高は１，２００万円強しかなかったため、実際には不足額のほ

とんどを法定外繰入金で穴埋めしていることとなる。

加えて、資料の表にはないが、特定健康診査などの保健事業についても、国と県の定

率負担分などの一部を除き、残りについては、本来国保税を財源として行われるべきも

のとされている。これを加味すると国保税の収納不足額はさらに大きなものとなる。収

納不足額と申し上げたが、昨年度の国保税の収入未済額は滞納繰越を含め約１億５千万



円であり、実際には国保税の賦課額そのものが足りていない状況である。

資料５－１にお戻りいただきたい。

この状況を打開するために、昨年度もこの会でご議論をいただいた上で、令和６年度

分の税率改定をさせていただいた。しかしながら、このたびの改定はあくまで段階的な

見直しの第一歩であり、先ほどの議題においても説明したが、昨年度決算においては、

法定外繰入額が結果的に約５億３，０００万円にのぼり、今年度予算でもなお４億５,

０００万円を計上せざるを得ないなど、依然として国保財政は厳しい状況が続いてい

る。また、今年度から令和１１年度までを期間とする第３期埼玉県国民健康保険運営方

針では、令和９年度には県が示す市町村ごとの標準税率と同じ税率を設定すること、そ

の前提条件として、令和８年度までには各市町村において、赤字補てん分以外も含むす

べての法定外繰入を解消することとされている。

このため、様々なご意見があるのは承知しているが、事務局としては昨年度同様、税

率改定についての本格的な検討を行うため、運営協議会に今後諮問をさせていただきた

いと考えている。

今後の会議開催予定スケジュールについては、資料記載のとおりである。

なお、資料５－２では、埼玉県内市町村の税率等の状況を参考として添付している。

委員の皆様におかれては、ご多忙の中誠に恐縮だが会議開催にご協力いただきたい。

＜質疑応答＞

会 長）昨年は税収の増額を、１億、８千万、５千万と３パターンぐらいでシミュレー

ションして、８千万円増額という結論になったという記憶があるが、資料の５

－３を見る限り、その効果はあまりなかったということか。

説明員）資料５－３は昨年度の決算額を基に作成したものであるので、今年度はもう少

し改善するはずである。この資料を令和６年度の数値に置き換えたものは、今

後作成してお示ししたい。

会 長）令和９年度に向けて標準税率に合わせていかなければならないが、今後審議

するにあたり、今後の３カ年の改定について、ある程度市としての方向性を

示した上で選択肢を出していただければ、それを選択することはできる。

説明員）見込みとして、いくら不足するからこれぐらいが必要である、との見通しを

お示しした上で、今度はそれをどのように割っていくか、というパターンを

いくつか作り、モデルケースを含めた案を出したい。

会 長）国保税の賦課を４方式から２方式にいつ変えるのか。

説明員）一度に変えるのではなく、徐々に行っていきたい。

委 員）財政は各市町村で違うが、全ての市町村が同じようにやるのか。

説明員）最終的にはあと５、６年経ったら県内同じ税率を目指している。一遍にそこま

でもってはいけないので、所得水準と収納率による違い等はあるが、令和９年

度までには似たり寄ったりの税率にもっていく。基金残高の差で程度は変わっ



てくるが、近隣の市町村はどこも同様な作業が出てくる。どの市町村も頭を悩

ませているとは思う。

委 員）以前広報に税率改定の記事が出た。今後毎年出ることになるのだと思う。それ

が志木市だけでなく他の市も同じような状況であればまだ良いのだが。

説明員）国、県は同一所得であれば同一税率を目指している。法定外繰入については、

市町村の裁量で恣意的に税を抑えることができるので、そういうことはやめま

しょうといった流れになっている。当然、加入者から見ると面白くない話では

ある。事務局としては、できるだけ加入者に負担がかからないように進めてい

きたい。

委 員）余分な薬をもらわない等、個人でできる医療費の節約を行おうと思う。

委 員）事務局のお話を聞いていると、このような資料の作成や、色々なことを考え

えなければいけないなど、すごく大変と思う。これを作業と言ってしまうの

は酷な気がする。今後どう考えても上がっていかざるを得ない。私もこの会

議に出ているにもかかわらず、通知書が来ると毎年ため息をついてしまう

し、加入者の皆様も今後毎年同じような状況になると思う。他市の状況を見

つつ進めていくというのも大事だが、例えば志木市モデルではないが、みん

なで支払っていかなければならないといった市民の意識を変える広報をした

りする必要があると思う。先程の議会で困窮者へのファイナンシャルプラン

ナーによる相談といった話もあったが、今後ますます上がっていくのであれ

ば、何かを削って支払わなければいけない。先程、加入者に負担がかからな

いようにといった説明があったが、実際には滅茶苦茶負担が掛かる話であっ

て、例えば家計相談の機会を設けるであるとか、志木市だけではなく、全国

でも同じ状況であるといった広報をするなど、税率を上げなければいけない

気運を作るような、もう少し踏み込んだ形で広報をするなど、市として独自

の工夫をしても良いのではないか。事務的に進めるのではなく、市民の一大

事であるくらいに思って、市民の気持ちを変えるくらいの独自の取組が必要

ではないか。そのくらいのことをしないと乗り越えていけないのではないか

と感じている。

説明員）今の制度の枠組みでは国保税を上げざるを得ない。毎年国などに色々要望を

しているがそれで動けば苦労はしない。ただ、給付内容が同じであるにもか

かわらず、社会保険と国保の負担の格差が説明できないような差になること

についての懸念はある。広報でも丁寧に説明していくが、単なるお知らせレ

ベルのものにとどめてはいけないのではないかといった危機感はある。

委 員）ただ、これは志木市のみの話ではなく全国の問題である。志木市の世帯が約

３５，０００世帯、国保世帯は１０，０００世帯を割っているが、国保税で

の不足分を一般会計から繰り入れている。国保税は、基本的には保険に入っ



ている人が支払うべきである。マスコミ等でも今後問題提起がなされると思

うが、これは志木市だけの問題ではないという事をもう少しアピールすべき

かと思う。

説明員）制度そのものを変えるのは難しいが、現役時代は社会保険で退職してから国

保に加入するという方も多いことから、今加入していない方についてもでき

得る範囲で結構なので、若い頃からの健康に関する意識変容を促すような広

報の仕方などは少なくともできると考えている。また、国保税は医療費のみ

ならず介護保険や後期高齢者への支援金も支出している。わずかな効果かも

しれないが、行動が変わればゆくゆくは下の世代への負担も軽減できる。保

健事業や医療費適正化などもそのような観点で行っている。必要な診療は当

然受けていただきたいのだが、そのあたりを訴えかける広報も今後必要であ

る。

会 長）資料５－１の裏面の補足説明をお願いしたい。

説明員）現委員は１２月で一旦任期がきれるという意味である。

会 長）毎年見直しが必要なのであれば、単年度でなく、今後３年間のシミュレーショ

ンなどもあった方が良いのではないか。

説明員）翌年度はともかく、２年後３年後のこととなると予測は難しいが、根拠付けが

できるようなシミュレーションは作成したい。県に対しても、各市町村の運営

協議会や各議会での審議において、それに耐え得るだけの基礎データの提供も

各市町村で申し入れをしている。

(6)その他

【報告】

・志木市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について

＜説明＞

３月３０日に、志木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分を行っ

た。 内容は保険税の均等割額と平等割額の軽減の対象となる世帯を判定する所得の基

準額の引き上げで、保険税軽減対象世帯の範囲を拡大したもので、５割軽減については

基準額を２９万円から２９万５，０００円に、２割軽減は５３万５，０００円から５４

万５，０００円に引き上げたものである。なお、この改正は志木市議会４月臨時会で議

会の承認をいただいている。

＜質疑応答＞

なし

・第３期志木市国民健康保険保健事業実施計画等について

＜説明＞

まず、第３期志木市国民健康保険保健事業実施計画及び第４期志木市特定健康診査等



実施計画について説明する。本計画は、志木市国民健康保険被保険者の医療費の適正化

に資することを目的としている。計画期間は６年間とし、３年目の令和８年度に計画の

見直しを行う予定である。見直し案については、委員の皆さまにご審議いただきたいと

考えている。KPI については標準化により埼玉県が示す指標を設定しており、その達成

に向けた個別保健事業を掲載している。実施体制については、志木市の保健衛生部門・

国保部門・介護・福祉部門の連携チームと企画・財政部門との連携を図るほか、当該協

議会からのご意見や情報共有、埼玉県・埼玉県国保連合会よりデータ分析や助言をいた

だきながら推進していく。

データヘルス計画は国民健康保険法に基づく計画であり、特定健康診査等実施計画は

高齢者の方針に基づく保健事業の根幹を成す特定健診及び特定保健指導の具体的な実

施内容を定めた計画であることから、２つの計画を一体的に作成している。志木市の概

要は計画書の第２章に掲載、志木市の健康課題と対策は計画書の第３章に掲載、データ

ヘルス計画は計画書の第４章に掲載、特定健康診査等実施計画は計画書第５章に掲載し

ているので、のちほどご覧いただきたい。

次に、いろは健康２１プラン（第５期）／志木市食育推進計画（第３期）／志木市歯

と口腔の健康プラン（第３期）について説明する。

基本理念は「みんなで進める健康寿命日本一のまちづくり」とし、令和６年度から令

和１７年度までの１２年間の計画である。次世代を担う子どもから高齢者まですべての

市民が自分らしく生き健やかで心豊かに生活できる社会の実現を目指し、１００年先の

未来も持続可能で市民が楽しみながらお互いを尊重できる仲間づくりや担い手となり

地域の人とのつながりを深める仕組みづくりに取り組む。

施策体系については、基本理念を実現するために「いろは健康都市」をキーワードに

５つの基本目標で構成している。なお、いろは健康２１プラン（第５期）の基本目標「健

康的な生活習慣の実践の推進」の基本施策「栄養・食生活」については、食育推進計画

（第３期）に位置づけている。同様に、基本施策「歯と口腔の健康」については、志木

市歯と口腔の健康プラン（第３期）に位置づけている。

分野別の行動目標に対する主な取組として、基本施策「健康意識」では、子どものこ

ろから健康の大切さを学び、適切な保健行動を継続していくことで生涯にわたり健康で

いられるよう、主な取組として子どもの健康づくりプロジェクトに取り組んでいる。ま

た、基本施策「栄養・食生活」では、すべての年代を対象に減塩に関する健康づくり事

業を市民団体や民間企業との連携を図りながら実施している「おいしく減塩！『減らソ

ルト』プロジェクト」に取り組んでおり、今年度は１１月２３日に「おいしく減塩！『減

らソルト』フェスタ」を開催する。このように、それぞれの分野で市内全体の健康づく

りを推進する。

身体活動や運動、飲酒などの課題は世代により異なり、妊娠期から高齢期まで、それ

ぞれのライフステージに応じた取組が必要であるため、特に子ども、女性、高齢者に焦



点をあてた新たな取組としてライフコースアプローチを踏まえた健康づくりを実施し

ていく。カパルマークのついた事業がライフコースアプローチを踏まえた健康づくりに

位置づけている。

食育推進計画では、健全な食生活や食習慣に関する情報を発信し、一人ひとりが食を

通して心身の健康を支える食育を推進していく。特に４つの「わ」を意識することで食

べることの大切さを実感させ、豊かな食生活を送れるように支援する。

歯と口腔の健康プランについて、丈夫な歯を保つことは、咀嚼や発音の機能など、生

涯にわたって生活の質を守るため、早期発見、早期治療が大切である。いつまでも自分

の歯で食べることができるよう、歯科医師、歯科衛生士、市民及び行政が連携をし、オ

ーラルフレイル対策など口腔機能の維持・向上を推進する。

＜質疑応答＞

委 員）この計画等を広く市民へ周知していただきたい。

３ 閉会


